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主 要 判 決 全 文 紹 介

【本知財高裁大合議「美容器」事件判決の要旨〜＜特許法102条１項＞について】

＜特許法102条１項の条文＞「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実
施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がそ
の侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」
という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数
量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない
限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の
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≪知的財産高等裁判所特別部≫
特許権侵害差止等請求控訴事件

（「美容器」事件－特許法102条１項に基づく損害額の算定方法及び考慮要素
について判断した事例）［上］（全２回）
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